
意見案第７号 

軽油引取税の課税免除措置の継続を求める意見書 

（原案可決）

 我が国では、本格的な少子高齢化・人口減少社会を迎え、国内市況は停滞しており、地方に

おいては、若年人口の流出により地域経済の活力が奪われることが懸念されている。 

特に、新型コロナウイルス感染症等の世界的流行やロシアのウクライナ侵攻等の影響により、

燃料・材料価格等を始めとしたあらゆる物価が高騰し、国民生活には甚大な影響が生じており、

地域経済の底上げが欠かせない状況である。 

 このような中、特に道路を利用しない機械等の燃料として使用する軽油に係る軽油引取税の

課税免除措置（免税軽油制度）については、平成２１年度の地方税法の改正において、軽油引

取税が道路特定財源としての目的税から普通税に変更されたことに伴い、平成２４年３月末を

もって廃止されることとなっていたが、各界の強い要請により、特例措置（３年毎の適用期限

の延長）として、令和６年３月末まで免税措置が講じられている。 

 免税軽油制度は、北海道の基幹産業である農林水産業等における作業用機械や漁船、砕石場

内の重機等にも活用されるなど、道内の幅広い産業の経営安定に貢献してきた所である。 

経済活動が停滞している状況の中、厳しい経営環境におかれている農林水産業や砕石、木材

加工、とび・土工工事等、地方の生産者・事業者においては、免税軽油制度の継続は不可欠な

ものとなっており、制度が廃止されれば、農林水産業等や採石業等が大きな負担増を強いられ

るなど、地域経済にも深刻な影響を及ぼすことが懸念される。 

 よって、国会及び政府におかれては、本制度の恒久化に向けた検討を行うと同時に、幅広い

産業への影響を考慮し、令和６年４月以降も免税軽油制度を継続するよう強く要望する。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

令和５年１２月１３日 

北海道恵庭市議会 

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、

国土交通大臣、内閣官房長官 宛各通 



意見案第８号 

食品ロス削減への国民運動のさらなる推進を求める意見書 

（原案可決） 

 食品ロス削減推進法が２０１９年１０月１日に施行され、食品ロス削減に関する普及・啓発

が進められてきた。一方で、農林水産省が公表した２０２３年度の食品ロス量は５２３万トン

で、その内訳は事業系食品ロス量が２７９万トン、家庭系食品ロス量が２４４万トンとなって

いる。 

現在、世界で約８億人が飢餓に直面していると言われている中で、国連世界食糧計画（ＷＦ

Ｐ）では、飢餓で苦しむ人々のために、年間４８０万トンの食料支援を行っており、日本にお

ける食品ロスとして、まだ食べられるのに捨てられてしまう食料が、その１．１倍以上となっ

ているのが現状である。 

また食品ロスの削減は、気候変動対策としても大変に重要であり、廃棄における直接的に生

じる環境影響だけでなく、その生産過程で投入される天然資源やエネルギーの浪費、製造・加

工・流通・卸・小売の各段階でのエネルギー消費など、環境に及ぼす影響は決して少なくはな

い。 

よって、政府に対して、食品ロス削減推進法に基づき、誰もが取り組める脱炭素アクション

として、食品ロス削減への国民運動のさらなる推進のために、下記の事項について特段の取り

組みを求める。 

記 

１ 事業者と一体となったエシカル消費の普及促進 

賞味期限や消費期限が近いものから選ぶ「てまえどり」など、エシカル消費の普及啓発を一

層進めるとともに、食品ロス削減を積極的に進める事業者の評価や支援の強化を図ること。ま

た、地域や事業者の食品ロスの計測・公表等の体制を拡充し実効性を強化すること。 

２ 食品ロス削減に繋がる小分け包装等の拡大 

食品のロスを防ぐための使用量や頻度に合わせた「小分け包装」や、食品自体の鮮度の保持

や賞味期限等の延長に繋がる容器・包装の改善や工夫の促進、外食産業における「小分け提供」

や「持ち帰り」など、「食べきり」を積極的に進めるための取り組みを一層強化すること。 

３ 在庫食品や未利用食品の寄付の普及拡大 

食品ロス防止のため、子ども食堂・子ども宅食、フードバンク等へ、企業等からの在庫食品

の寄付促進や、フードドライブ（未利用食品の寄付運動）等の利活用で、「もったいない」と

「おすそわけ」の好循環をつくり、国民運動としての取り組みを一層強化すること。 



４ コミュニティフリッジ（公共冷蔵庫）の設置支援 

事業系の食品ロス削減と子ども食堂等への支援を行うために、企業・商店などから提供され

た食料品等を、地域に設置された冷蔵庫や冷凍庫で保管し、随時必要とされる住民や団体等に

提供するコミュニティフリッジ（公共冷蔵庫）の設置や運営等への支援制度を整備すること。 

５ 出荷や加工前に廃棄されている地域の食材の活用 

食に関わる事業者と野菜等の生産者の連携を促し、色や形における規格外品や、食材の皮や

芯や種など、出荷や加工前に廃棄されている地域の食材を、出来る限り有効に活用する商品開

発や消費の拡大などに取り組む地方自治体等の事業に対して積極的な支援を展開すること。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

令和５年１２月１３日 

北海道恵庭市議会 

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済

産業大臣、環境大臣、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)、内閣府特命担当大臣(こど

も政策) 宛各通 



意見案第９号 

認知症との共生社会の実現を求める意見書 

（原案可決） 

 認知症の高齢者が２０２５年には約７００万人になると想定されている現実に対して、認知

症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、認知症施策を総合的かつ計

画的に推進するための、共生社会の実現を推進する認知症基本法が先の国会で成立した。現在、

政府において、認知症と向き合う「幸齢社会」実現会議において、認知症の本人及びその家族

をはじめ、認知症に関わる様々な方々から幅広い意見を聴きながら、認知症基本法の施行に先

立っての方針を取りまとめている。 

今こそ、認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と

個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会（＝共生社会）の実現をという目的に

向かって、認知症施策を国と地方が一体となって進めて行くときである。 

私たちが目指す共生社会とは、誰もが認知症になる可能性がある中で、生活上の困難が生じ

た場合でも、重症化を予防しつつ持てる力を生かしながら、周囲や地域の理解と協力の下、本

人が希望を持って地域の中で尊厳が守られ、自分らしく暮らし続けることができる社会である。

よって政府に対して、認知症との共生社会の実現に必要な予算措置も含め、行政の体制を一層

強化させ、一刻も早い認知症との共生社会を、各地域で実現することを強く求める。 

記 

１ 認知症基本法の円滑な施行に総力を 

本年６月に成立した「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」の施行に向け、立法

の趣旨を踏まえ、円滑な施行に向け、施行後に設置する「認知症施策推進本部」をはじめとす

る準備に万全を期すこと。特に、認知症の本人が、自身が認知症であることを隠すことなく、

朗らかに日常を続けられる様に、認知症に対する偏見や差別を解消するため、古い常識の殻を

破り、基本的人権に根差した希望のある新しい認知症観の確立のために、省庁横断的かつ総合

的な取り組みの推進に総力を挙げること。 

２ 地方自治体への支援の強化 

地方自治体における都道府県認知症施策推進計画・市町村認知症施策推進計画の策定におい

て、今までの延長ではなく、共生社会の実現に向けた統合的かつ連続的な計画の策定を可能に

する専門人材の派遣など、適切な支援を行うこと。また、各自治体が主体的に実効性の高い施

策を自在に展開するために、自由度の高い事業展開と予算措置のあり方を検討すること。 

３ 地方自治体の組織体制の強化 

地域住民に対する法の理念等の普及啓発、安心・安全な地域づくりの推進等、共生社会の実



現を推進する取り組みを、部門間の縦割りをなくして総合的かつ継続的に推進すること。また、

各自治体の施策を適切かつ的確に展開するために、認知症の本人が企画から評価まで参画でき

る体制の整備を検討すること。 

４ 認知症の人の働きたいというニーズを叶える労働環境の整備 

認知症の人の働きたいというニーズを叶える環境整備も重要である。若年性認知症の人、そ

の他の認知症の方々の就労や社会参画を支える体制整備を進めるとともに、働きたい認知症の

人の相談体制を充実し、認知症と診断されても、本人の状態に応じて、社会の一員として安心

して生活できる事業者も含めた社会環境を整備すること。 

５ 認知症の方を抱える「ご家族」への支援体制の拡充 

独居や高齢者のみ世帯が急増する中で、一つの事業所で相談から訪問介護、通所、ショート

ステイまで、一人一人の状態の変化に応じて継続的に対応できるオール・イン・ワンの介護保

険サービスを２４時間３６５日提供する小規模多機能型居宅介護サービス事業について、見守

り体制の整備も含めて拡充すること。 

６ 身寄りのない方にも柔軟に寄り添い支える社会の構築 

身寄りのない方を含め、認知症になったとしても、その状態に応じて、安全に安心して生活

が出来る社会環境の構築に向け、一人一人の意思を最大限に尊重し総体的かつ柔軟に寄り添い

支える、成年後見制度や身元保証等のあり方について現状の課題を整理し検討を進めること。

また、住まいに課題を抱える方々に対する総合的な相談対応、一貫した支援を行う実施体制を

整備すること。 

７ 認知症に関する基本事項を繰り返し国民が学べる環境の整備 

すべての国民が正しく認知症に向き合う社会環境を整えるために、認知症発症予防から人生

の最終段階まで、認知症の容態に応じ、相談先や、いつ、どこで、どのような医療・介護 サ

ービス・地域支援を受けることが出来るのか（認知症ケアパス）、更に認知症の人を支える周

囲の人における意思決定支援の基本的考え方や姿勢、方法、驚かせない！急がせない！自尊心

を傷つけない！など配慮すべき事柄等（認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支

援ガイドライン）を、繰り返し国民が学べる環境を整備すること。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

令和５年１２月１３日 

北海道恵庭市議会 

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣 宛各通 



意見案第１０号 

学校給食の無償化を求める意見書 

（原案可決） 

 学校給食は、児童生徒の心身の健全な発達に資し、かつ、児童生徒の食に関する正しい理解

と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たしています。全国では、２０２１年５月１日現在

で、小学校では９９．７％、中学校では９８．２％の公立学校において学校給食を実施されて

いることも、学校給食の重要性を示すものです。 

こうした中、政府が公表した「こども・子育て政策の強化について（試案）」において、学校

給食費の無償化に向けて、給食実施率や保護者負担軽減策等の実態を把握しつつ、課題の整理

を行うことが示されました。 

とりわけ、昨今の物価高騰によって家計が圧迫される中、学校給食の無償化は急がれるもの

です。 

北海道では、２０２２年５月１日現在で、学校給食費の無償化を実施している市町村が４０

市町村あるものの、財政状況の厳しさから無償化の実施や継続が困難な自治体も少なくありま

せん。 

よって、国においては、学校給食の無償化を早期に実現するよう強く求めます。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

令和５年１２月１３日 

北海道恵庭市議会 

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、内閣官房長官 宛各通 


